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公益信託における信託契約イメージ
（株式配当活用型公益信託・契約部分抜粋版）


〔作成の趣旨〕
この「公益信託における信託契約イメージ（株式配当活用型公益信託）」は、「公益信託ガイドライン（第４章第１節「信託行為」）」とともに、公益信託の利用を検討している者が参考にできるよう、具体的な契約案文として作成されたものです。

あくまでも一つの例であり、本信託契約イメージのとおり記載されていなければ認可されないというものではありません。
　また、本信託契約イメージについても、ニーズに応じて分りやすい信託契約イメージを提供する観点から、ガイドラインと同じく、制度の運用状況を踏まえて、随時、見直しや新たなパターンの信託契約イメージの追加を行っていく予定です。


〔記載事項の種類〕
	必要的記載事項
（ゴシック表記）
	法令に基づき信託行為に定めなければならない事項で、定めがないと公益信託が不認可となるもの。

	相対的記載事項
（下線表記）
	対象となる行為や事項を行う予定がある場合、信託行為に定めなければならない事項であり、定めがなければ不認可となるもの（定めがない場合、対象となる行為や事項を行う予定がないものとして公益信託認可が行われる。また、定めがない行為や事項を行うには、信託行為の変更が必要となる。）
（例）　公益信託事務を処理する中で、「利益相反行為」（例：固有財産たる本部ビルの一画を公益事務の処理のために賃借する行為）を予定していない公益信託にとっては定める必要性はないが、「利益相反行為」を予定している公益信託にとっては定める必要がある。

	任意的記載事項
	法令に基づき、又は法令に違反しない範囲で任意に定めることができる事項であり、記載がなければ不認可となるものではないが、任意的記載事項を含めた信託行為全体の定めを踏まえ、公益信託認可基準の判断が行われる。委託者その他の信託関係者の理解を促進し、公益信託の適正な運営を図るため、善管注意義務、分別管理義務等の法令上重要な規律について、確認的に記載することも想定される。


（注）必要的記載事項と相対的記載事項の変更（軽微なものを除く）は、公益信託の変更に該当し、行政庁に対する変更認可が必要になり、任意的記載事項の変更は行政庁への届出が必要となります。

	
	内容
	根拠条項
	契約条項

	必要的記載事項
	公益事務を行うことのみを目的とする旨
公益信託の名称
信託管理人となるべき者を指定する定め
帰属権利者となるべき者を指定する定め
委託者及び受託者の氏名及び住所
公益信託の目的
公益事務を行う区域
公益事務の内容
信託財産の受入れ、運用、支出その他信託財産に関する事項
受託者の職務に関する事項
公益信託事務の処理の方法に関する事項

信託管理人の職務に関する事項
信託事務年度（１年を超えないものに限る）
	法第４条第２項
法第４条第２項第１号
法第４条第２項第２号
法第４条第２項第３号
規則第１条第１号
規則第１条第２号
規則第１条第３号
規則第１条第４号
規則第１条第５号
規則第１条第６号
規則第１条第７号

規則第１条第８号
規則第１条第９号
	第５条
第２条
第17条
第32条
第３条、第４条
第５条
第６条
第６条
第７条、第８条、第９条
第13条
第24条～第26条、第28条

第18条
第23条

	相対的記載事項
	公益信託の存続期間を定める場合の期間に関する事項
受託者が二人以上ある場合の各受託者の職務に関する事項
公益信託事務の一部を第三者に委託する場合の基準等に関する事項
合議制の機関を置く場合の機関に関する事項
利益相反行為及び競合行為を行う場合の行為の内容に関する事項
公益信託報酬を支払う場合の報酬に関する事項
	規則第１条第10号
規則第１条第11号
規則第１条第12号

規則第１条第13号
規則第１条第14号

規則第１条第15号
	第10条
－
第13条

第19条～第21条
第13条

第17条、第29条



[bookmark: _Hlk221864928]〔想定ケース〕
本資料では、シンプルな類型の公益信託とするため、以下の条件とします。なお、「想定ケース」以外のものを否定するものではありません。

〇　委託者・受託者・信託管理人は各１名。委託者・信託管理人は個人とし、受託者は一般社団法人を想定し、公益信託事務の処理に係る受託者の意思決定プロセス及び権限者については、受託者の固有事業における同種・同様の事務に係る意思決定プロセス及び権限者と同様のものとして作成しています。
〇　株式配当活用型公益信託（上場株式及び金銭のみ受け入れ、金銭は預金等で運用、株式の配当金及び金銭で奨学金助成）とし、委託者による当初信託財産と同一の信託財産の追加信託や第三者からの金銭の寄附は受け入れ可能としています。
〇　公益性を確保するための公益信託規則第１条第13号に定める合議制機関として「選考委員会」を設けています。
· なお、規定内容について複数案想定されるものは、複数案示しています。

〔想定スキーム〕
（設定時・運営時）
[image: ]
· 公益信託の受託者への財産の寄附（信託譲渡を含みます。以下同じ。）については、措置法第40条第１項後段の規定を適用することにより、その寄附に係る所得税を非課税とする制度（以下「非課税制度」といいます。）が設けられています。この非課税制度は、一般特例と承認特例とがあり、これらの制度を利用する場合には、公益信託の信託行為において一定の対応が求められます。本信託契約イメージでは、「承認特例」の制度を利用することとしています。この非課税制度の概要、一般特例及び承認特例については、後記「【参考】非課税制度の概要」（P5）を参照してください。また、国税庁からは「公益信託に財産を拠出した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし」が公表されています。
· 承認特例の適用要件を満たすため、
[bookmark: _Hlk221539651]・　信託財産のうち非課税制度の対象となる株式及び当該株式から生じる配当金等については、合同告示に基づく「基金」にて個別管理を行い、公益信託事務の費用の支出については、①「基金」内の信託財産から生じる収益、②「基金」以外の信託財産から生じる収益、③「基金」以外の信託財産を現金化した資産の順に支払に充当し、
・　合同告示第2項第4号に定める基金への財産の組入れ等の重要事項については、受託者が信託管理人の同意を得て公益信託事務を処理します。
· 単純なモデルとする観点から、株式の買換えは想定しないものとします。
（終了時）
· 終了事由には通常の定め（公益信託目的の達成・不達成）の他に、「●期連続無配当の場合」や「株価が●円を下回った場合」等の株式に係る事象を追加します。
· 終了事由の発生により清算手続に移行しますが、清算手順については、「基金内の信託財産」に係る手続を先行し、当該手続が完了した後に「基金以外の信託財産」に係る手続に移行します。
1 「基金内の信託財産」に係る手続…受託者は信託財産たる株式の売却活動を開始し、信託管理人の同意を得て売却資金及び基金内の金銭の全てを国または地方公共団体に寄附する。
2 「基金以外の信託財産」に係る手続…信託管理人の同意を得て帰属権利者を確定し、残余財産（寄附後の信託財産）を帰属権利者に交付する。
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【参考】非課税制度の概要
· 個人である寄附者（以下「寄附者」といいます。）が土地、建物、株式などの財産を公益信託の受託者に寄附をした場合、当該寄附者に、当該財産の取得時から寄附時までの値上がり部分について原則として所得税が課税（所得税法（昭和40年法律第33号）第59条第１項第１号）されますが、一定の要件を満たす寄附として国税庁長官の承認（以下「非課税承認」といいます。）を受けたときは、この所得税を非課税とする制度が設けられています。
· この非課税制度には、次の「一般特例」と「承認特例」とがあります。
1 　「一般特例」は、寄附が公益の増進に著しく寄与することなどの要件を満たすものとして非課税承認を受けたときに、その寄附に対する所得税を非課税とする制度です。
②　「承認特例」は、寄附をした人が寄附を受けた公益信託の受託者の親族等に該当しないことなどの要件を満たすものとして非課税承認を受けたときに、その寄附に対する所得税を非課税とする制度です。
· 公益信託の受託者に対する寄附について、寄附者が「承認特例」の適用を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。これらの要件については、信託行為（又は信託行為に基づく規程）において明らかにされている必要があります。（ガイドライン第4章第1節第1の20参照）。 
1  寄附者がその公益信託の受託者及び信託管理人（受託者又は信託管理人が法人である場合には、その理事等※１を含みます。）並びにこれらの者（個人に限ります。）と親族関係を有する者及びこれらと特殊の関係がある者（以下「親族等」といいます。）※２に該当しないこと。（→本信託契約イメージ第3条第2項）。
　　※１　理事等とは、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいいます。
　　※２　特殊の関係がある者とは、次のイからニに掲げる関係を有する人をいいます。
イ　その人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人
ロ　その人の使用人及び使用人以外の人でその人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している人
ハ　イ又はロに掲げる人の親族でこれらの人と生計を一にしている人
ニ　次に掲げる法人の法人税法第２条第15号に規定する役員（(ｲ)において「会社役員」といいます。）又は使用人
(ｲ)　その人が会社役員となっている他の法人
(ﾛ)　その人及びイからハまでに掲げる人並びにこれらの人と法人税法第２条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
2 　寄附を受けた財産が、合同告示に定める方法（下記参照）により管理されていること。
3  寄附の申出を受け入れること及び寄附財産を②の合同告示に定める方法により管理することについて、公益信託の「合議制機関」において決定されていること又は「信託管理人」の同意を得ていること。なお、本信託契約イメージでは、後者（信託管理人の同意）を採用しています。（→本信託契約イメージ第６条の２第4項）
4 合同告示に定める方法は、以下の一定の要件を満たすことにつき所轄庁の証明を受けた「基金」に組み入れる方法とされています。 
1） 当該「基金」が他の経理と区分して整理されること。 （→同条第1項）
2） 当該「基金」が公益信託事務に充当されることが確実なこと。（→同条第2項）
3） 当該「基金」に組み入れた信託財産の運用によって生じた収入金を「基金」に組み入れること。　（→同条第3項）
４） 当該「基金」への財産の組入れ、当該「基金」に組み入れた財産の運用、当該「基金」に組み入れた財産の運用によって生じた収入金の使途等「基金」の管理及び運用に関する重要事項について審議する合議制の機関を設置していること又は、信託行為において当該重要事項について信託管理人の同意を得る旨の定めがあること。なお、本信託契約イメージでは、後者（信託管理人の同意）を採用しています。（→同条第4項）
５） 信託管理人の承認を受けた基金明細書（当該「基金」に組み入れた財産の種類、寄附者の取得価額、寄附時の価額その他参考となるべき事項を記載した明細書）を、毎信託事務年度終了後３か月以内に、行政庁に提出するとともに、その写しを作成した日の属する信託事務年度の翌年度の開始の日から５年間、当該公益信託の受託者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地に保存することとしていること。（→本信託契約イメージ第26条第4、5項）

· 本信託契約イメージの各条項における黄色マーカー部分は、上記①～④の「承認特例」の適用に当たり、追加的に必要となる主な条項となります。











公益信託契約書
（公益信託●●基金）

















委託者：●●
受託者：◎◎
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[bookmark: _Toc223028834]公益信託要項
	番号
	項目（条）
	内容

	１
	委託者（前文）
	氏名：●●　　　　
住所：××

	２
	受託者（前文）
	例（法人）:名称：一般社団法人●●　　、所在地：××　　　　、代表者：ABC


	３
	公益信託契約締結日(前文)
	２０●●年●●月●●日

	４
	行政庁（１条）
	例1:内閣総理大臣　　
例2:〇○県知事

	５
	公益信託名称（２条）
	公益信託●●奨学基金

	６
	公益信託の目的
（５条）
	（以下例示）
学業に意欲を持ち、品行方正でありながら経済的に恵まれない学生への奨学金の給付を行い、もって我が国の将来に寄与する人材を育成するために次条の公益事務を行うこと。

	６の2
	基金の名称
	●●奨学基金

	７
	公益事務（６条）
	（以下例示）
(1) 公益信託法別表第●号に定める事務で、
例１：文部科学省が〇〇として指定する全国の　
例２：〇〇県に所在する　
例３：〇〇県又は××県に所在する
大学及び大学院に在籍し、〇学、×学又は△学を専攻する学生のうち、学業に意欲を持ち品行方正でありながら経済的に恵まれない学生に対する奨学金の給付（選考にあたっては、学業成績及び保護者の経済状況の両方を考慮することとする。具体的な要件については、〇〇〇〇育英会給付規程（募集要項）において定めることとする。） 
(2) その他前号の公益事務を行うために必要な事務

	８
	公益事務を行う区域
（６条）
	例1:日本全国
例2:〇〇県
例3:〇〇県及び××県

	９
	当初信託財産（７条）
	①○○株式会社　普通株式○○○○株
②金〇〇円

	１０
	効力発生日（10条）
	例1:本契約締結日
例2:本契約締結日以降で【委託者と受託者が別途合意する日*or最初に到来する４月１日】　　（*認可の日から３か月以内の日）

	１１
	信託終了日（10条）
	例1:２０●●年●●月●●日　
例2:効力発生日から●年経過した日の属する月の末日
例3:第31条第3項の規定に基づく本公益信託の終了の日

	１２
	委託者の権限
（11条）
	例1:何ら権限を有しない。
例2:信託法第145条第2項各号（第●号、第●号を除く）に定める権限を有するものとする。
例3:信託法に基づく委託者の権限を有するものとする。
付加例:受託者に対して【奨学金受給者の選定、●●】に係る助言を行うことができる。

	１３
	委託者の地位移転の同意者（12条）
	例1:受託者及び信託管理人　
例2:他の委託者、受託者及び信託管理人

	１４
	公益信託事務の委託
（13条）
	例１:●●に関する事務（委託先：●●）
例２:××に関する事務（委託先：××）
例３:信託管理人に重要な事実を開示した上で信託管理人が承認した事務

	１５
	利益相反取引等
（13条）
	例１:●●に関する取引（取引条件：第三者との間で成立する条件）
例２:××に関する取引（取引条件：重要な事実を開示した上で信託管理人が承認した条件）
例３:信託管理人に重要な事実を開示した上で信託管理人が承認した取引

	１６
	受託者辞任の同意権者（15条）
	例1:委託者（現に存する場合）及び信託管理人　
例2:信託管理人

	１７
	受託者解任方法
（15条）
	例1：委託者（現に存する場合）及び信託管理人の同意により
例2：信託管理人の判断により

	１８
	新受託者（16条）
	例1：○○○（住所●●）
例2：委託者（現に存する場合）及び信託管理人の合意により選任された者
例3：信託管理人の判断により選任された者
＊個人が受託者の場合は例1を必須とし、また、複数を組み合わせることも可能

	１９
	信託管理人（17条）
	氏名：●●　　　　
住所：××

	２0
	信託管理人辞任の同意権者（17条）
	例1:受託者、委託者（現に存する場合）又は他の信託管理人（複数存する場合）のいずれかの者
例2:受託者か委託者（現に存する場合）のいずれかの者

	２１
	信託管理人解任請求権者（17条）
	例1:受託者、委託者（現に存する場合）及び他の信託管理人（複数存する場合）　
例2:受託者と委託者（現に存する場合）又は他の信託管理人（複数存する場合）

	２２
	新信託管理人
（17条）
	例1：○○○（住所●●）
例2：委託者（現に存する場合）及び他の信託管理人（複数存する場合）の合意により選任された者
例3：委託者（現に存する場合）、他の信託管理人（複数存する場合）又は信託管理人であった者の合意により選任された者
例４: 信頼できる第三者機関である●●が推薦する者

	２３
	受託者による新信託管理人の選任方法
（17条）
	例1: 弁護士、公認会計士、税理士や３分の１ルールが適用される公益法人等ガバナンスが確保されている者から第１９条に定める選考委員会の同意を得て選任された者
例2:第１９条に定める選考委員会の同意を得て選任された者（受託者が信託会社、公益法人その他ガバナンスが確保されている法人の場合に限る。）
例3:信頼できる第三者機関である●●が推薦する者

	２４
	信託管理人の報酬
（17条）
	例1:年○○円　
例2:無報酬

	２５
	委員会（19条）
	公益信託○○○奨学基金選考委員会

	２６
	委員定数（19条）
	○名以上○名以内

	２７
	当初委員（19条）
	氏名　　　　　　（住所）
氏名　　　　　　（住所）
氏名　　　　　　（住所）
氏名　　　　　　（住所）
氏名　　　　　　（住所）

	２８
	選考委員報酬
（19条）
	例1:年○○円
例2:委員会１回の出席毎に〇円
例3:無報酬

	２９
	選考委員の任期（21条）
	○年経過した日の属する月の末日

	３０
	選考委員の再任期間（21条）
	○年

	３１
	定足数（22条）
	例1:3分の2以上　
例2:過半数

	３２
	署名人（22条）
	例1:議長及び出席した選考委員　
例2:議長及び出席した選考委員の中からその選考委員会において選任された議事録署名人○名以上

	３３
	信託事務年度（23条）
	始期の日：毎年○月○日
終期の日：翌年（又は同年）×月×日

	３４
	計算方法（26条）
	例1:別に定める公益信託事務処理規程に定める方法
例2：公益法人会計基準に従う方法
例3：〇〇会計基準に従う方法

	３５
	閲覧場所（27条）
	住所：

	３６
	公益信託報酬
（29条）
	例1:信託財産の残高（計算すべき期間の各月末における信託財産の残高の合計額をその月数で除して得た額をいう。）に対し、年100分の○を乗じた額　
例2:別に定める公益信託報酬の支払基準に従い計算した額
例3:年〇〇円

	３７
	信託変更の同意権者（30条）
	例1:信託管理人　
例2:委託者（現に存する場合）及び信託管理人

	３８
	終了事由
（31条）
	例1：信託財産に属する上場株式の配当金の第23条に定める信託事務年度1年間の合計額が○○円を下回る信託事務年度が２年度連続したとき
例２：信託財産に属する上場株式の信託事務年度末の時価の合計額が▲▲円未満になったとき

	３９
	帰属権利者
（32条）
	例1:公益信託法第8条第13号の者の中から信託管理人の同意を得て選定した者
例2: 本公益信託と類似の目的の公益信託の中から信託管理人の同意を得て選定した公益信託
例3:①社会福祉法人●●、②学校法人△△（①の者が放棄した場合）、③公益信託法第8条第13号の者の中から信託管理人の同意を得て選定した者（①及び②の者が放棄した場合）。なお、当該順位は、合理的理由がある場合において受託者、委託者（現に存する場合）及び信託管理人の合意により変更することができる。

	４０
	管轄裁判所（3６条）
	○○地方裁判所




[bookmark: _Toc206487766][bookmark: _Toc223028835]公益信託契約書

[bookmark: _Hlk205389580]委託者（公益信託要項1「委託者」欄に記載のもの、以下同様。）と受託者（公益信託要項2「受託者」欄に記載のもの、以下同様。）とは、以下の条項からなる公益信託契約（以下「本契約」といい、「本契約」に基づき設定される公益信託を「本公益信託」という。）を公益信託要項3「公益信託契約締結日」記載の日付けで締結し、本契約の内容を明らかにするため、本書2通を作成し、委託者及び受託者がそれぞれその1通を保有する。ただし、本契約を電子契約により締結する場合には、本信託契約の成立を証するため、本信託契約書の電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。



委託者　住所　氏名　印
（所在地　名称　代表者　印）


受託者　住所　氏名　印
（所在地　名称　代表者　印）





[bookmark: _Toc223028836]〇　第１条（定義）……任意的記載事項
	[bookmark: _Hlk187060570][bookmark: _Hlk195283048]第1条　本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 「公益信託法」とは、公益信託に関する法律（令和6年法律第30号）を指す。
2 「公益信託規則」とは、公益信託に関する法律施行規則（令和７年内閣府令第63号）を指す。
3 「合同命令」とは、公益信託に関する法律第33条第３項の規定により読み替えて適用する信託法第34条第１項第３号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令（令和７年内閣府・法務省令第３号）を指す。
4 「信託法」とは、公益信託法第33条第1項及び第3項を適用した信託法（平成18年法律第108号）を指す。
5 「公益信託」とは、公益信託法第2条第1項第1号に規定する「公益信託」を指す。
6 「公益事務」とは、公益信託法第2条第1項第2号に規定する「公益事務」を指す。
7 「公益信託事務」とは、公益信託法第7条第3項第4号に規定する「公益信託事務」を指す。
8 「行政庁」とは、公益信託法第3条第1項に規定する「行政庁」を指し、本信託においては、信託要項4「行政庁」欄記載のものとする。
9 「措置法」とは、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）を指す。
10 「措置法施行令」とは、租税特別措置法施行令（昭和32年政令第43号）を指す。
11 「措置法規則」とは、租税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号）を指す。
12 「合同告示」とは、租税特別措置法施行令第25条の17第７項第２号イ、ロ⑵、ホ及びヘの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、事務、方法及び所轄庁を定める告示（平成30年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第１号）を指す。
13 「基金」とは、合同告示第2項に規定する「基金」を指す。



[bookmark: _Toc223028837]〇　第２条（名称等）……必要的記載事項
	第2条　本公益信託の名称は、公益信託要項5「公益信託名称」欄記載の名称とする。




[bookmark: _Toc223028838]〇　第３条（委託者の氏名又は名称）……必要的記載事項、任意的記載事項
	[bookmark: _Hlk187060919]第3条　本公益信託の委託者は、公益信託要項1「委託者」欄記載の者とする。
２　委託者及び受託者は、委託者が、本公益信託の受託者及び信託管理人（受託者又は信託管理人の理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの及び社員を含む。）並びにこれらの者（個人に限る。）の親族等に該当しないことを確認する。



[bookmark: _Toc223028839]〇　第４条（受託者の氏名又は名称）……必要的記載事項
	第4条　本公益信託の受託者は、公益信託要項2「受託者」欄記載の者とする。





[bookmark: _Toc223028840]〇　第５条（公益信託の目的）……必要的記載事項
	第5条　本公益信託は、次条に定める公益事務を行うことのみをもって、公益信託要項6「公益信託の目的」欄記載のものを「公益信託の目的」とする。



[bookmark: _Toc223028841]〇　第６条（公益事務）……必要的記載事項
	[bookmark: _Hlk187066310]第6条　本公益信託が行う公益事務は、公益信託要項7「公益事務」欄記載のものとし、受託者は、前条の公益信託の目的を達成するために、本契約の定めに従い、公益事務を行うものとする。
2　前項の公益事務は、公益信託要項8「公益事務を行う区域」欄記載の区域において行うものとする。



[bookmark: _Toc223028842]〇　第６条の２（基金の設置）……任意的記載事項
	第6条の２　本公益信託に基金を設置する。設置する基金（以下単に「基金」という。）の名称は、公益信託要項6の2「基金の名称」欄記載の名称とする。
２　基金は、本公益信託の公益信託事務にのみ充てるものとする。
３　基金は、公益信託要項9「当初信託財産」欄記載の上場株式及びその運用によって生じた配当金その他の収入金（当該収入金をもって取得した財産を含む。）並びに次項の定めに従い基金に組み入れられる財産をもって構成する。
４　基金への財産の組入れ、基金に組み入れた財産の運用、基金に組み入れた財産の運用によって生じた収入金の使途等、基金の管理及び運用に関する重要事項については受託者の理事会が審議して決定（以下「基金の重要事項の決定手続」という。）し、かつ当該重要事項について信託管理人の同意を得るものとする。
５　本公益信託の信託契約で定めるもののほか、基金の管理及び運用に関する事項については、第２８条の関連諸規程として制定する規程（以下「基金規程」という。）の定めるところによる。



[bookmark: _Toc223028843]〇　第７条（信託財産の受入れ）……必要的記載事項
	第7条　本公益信託の当初の信託財産は、公益信託要項9「当初信託財産」欄記載の上場株式及び金銭とする。
2　委託者は、前項に定める上場株式及び金銭を第10条第２項に定める公益信託の効力発生の日から1か月以内に、それぞれ次の各号に掲げる方法により交付する。この場合において、当該各号に掲げる振替及び振込みに要する費用は委託者が負担する。
①　上場株式については信託管理人の同意を得て受託者が委託者に対して別途通知する振替決済口座へ振替の方法
2 　金銭については受託者が委託者に対して別途通知する銀行口座への振込みの方法
3　委託者は、受託者の承認を得て、上場株式又は金銭を追加して信託することができる。なお、上場株式を追加して信託する場合、受託者は事前に信託管理人の同意を得るものとする。
4　受託者は、本公益信託の目的に賛同する者から、本公益信託に対して金銭による寄附を受けることができる。



[bookmark: _Toc223028844]〇　第８条（株式及び金銭の管理・運用）……必要的記載事項
	第８条　信託財産に属する株式は、受託者名義の振替決済口座において管理する。
2 信託財産に属する金銭（「基金」にて管理する金銭を含む）は、次の各号に掲げる方法により運用する。なお、本公益信託では、第５号の場合を除き国債や預貯金等の安定資産のみで信託財産に属する金銭を運用するものとする。
1 預金又は貯金への預け入れ
2 国債又は地方債の取得
3  貸付信託の受益権の取得
4 合同運用信託の受益権の取得
5 本条の定めに基づく事項に規定する株式等の取得
3 受託者は、信託財産に属する株式の発行会社における株主割当増資その他の事由により同発行会社の株式、新株予約権その他これらに準ずるもの（以下「株式等」という。）を取得することができる場合であって、これを取得しなければ株式の希釈化等により損失のおそれがあるときは、信託管理人の同意を得て、信託財産に属する金銭をもって払込みを行い、株式等を取得することができる。
4 受託者は、信託管理人の同意を得て、信託財産に属する株式の議決権を行使することができる。
5　受託者は、信託管理人の同意を得て、信託財産に属する株式の株主権（議決権を除く。）を行使することができる。
6　受託者は、前各項に規定する信託財産の管理・運用に当たっては、本契約の規定、基金規程及び第28条に定める規程に基づき適正に行うものとする。
7　受託者は、本条に定める信託財産の管理・運用に際し、本公益信託の専用口座（銀行・信託・証券）を利用するものとし、当該専用口座では本公益信託の信託財産と固有財産又は他の信託財産とを混蔵しないものとする。
8　本条に定める信託財産の管理・運用による配当金その他の収益は信託財産となる。


[bookmark: _Toc223028845]
〇　第9条（信託財産の支出）……必要的記載事項
	第9条　本公益信託の信託財産は、第６条に規定する公益事務の遂行のために必要となる次に掲げるもののために支出をする。
1 奨学金の給付
2 第29条に規定する公益信託報酬
3 第17条第9項に規定する信託管理人に対して支払う報酬及び第19条第5項に規定する選考委員に対し支払う報酬
4 第19条に規定する選考委員会の開催に係る会議費、交通費
5 租税公課
6 送金手数料、郵送費、印刷費、運送費
7 公益信託事務の委託に要する費用
8 公益信託の認可申請若しくは変更認可申請又は終了の手続に要する費用（信託管理人の同意を得たものに限る。）
9 その他公益信託事務の遂行のために必要な費用（前条の場合を除き、資産の取得のための費用を除く。）で事前に信託管理人の同意を得たもの
2　前項第2号に規定する公益信託報酬には、受託者がその職務を遂行するに当たって通常必要となる事務処理に要する費用（人件費、賃料、地代、光熱費その他これに類するもの）が含まれるものとする。
3　本条に定める信託財産からの支出については、(1)基金内の信託財産から生じた収益、(2)基金以外の信託財産から生じた収益、(3)基金以外の信託財産を現金化した資産、の順に支払いに充当するものとする。



[bookmark: _Toc223028846]〇　第10条（信託契約期間）…「相対的記載事項」又は「任意的記載事項」
	第10条　本信託の信託契約期間は、次項に定める本信託の効力発生の日から第3項に定める本信託の終了日までとする。
2　本信託の効力発生の日は、公益信託要項10「効力発生日」欄記載の日とする。
3　本信託の終了日は、公益信託要項11「信託終了日」欄記載の日とする。



[bookmark: _Toc223028847]〇　第11条（委託者の権限）……任意的記載事項
	第11条　委託者の権利は、公益信託要項12「委託者の権限」欄記載のとおりとする。



[bookmark: _Toc223028848]〇　第12条（委託者の地位の移転）……任意的記載事項
	第12条　委託者の地位は、公益信託要項13「委託者の地位移転の同意者」欄記載の者の同意を得て、第三者に移転することができる。
2　委託者の地位及び権利は、相続されない。



[bookmark: _Toc223028849][bookmark: _Hlk205971225]〇　第13条（受託者の職務・権限）……必要的記載事項・相対的記載事項
	第13条　受託者は、本契約に定める事項の他に、本公益信託の目的の達成のため、法令及び本契約の本旨に従い、次に掲げる公益信託事務を行う。
1 公益信託認可（公益信託の変更又は公益信託の併合若しくは分割に係るものを含む。）に関する事項
2 公益信託事務の処理の方針（事業計画書及び収支予算書並びに本契約に基づき策定される規程を含む。）の決定に関する事項
3 信託財産の受入れ、運用及び支出に関する事項
4 奨学金の給付に関する事項
5 選考委員会に関する事項
6 信託管理人の報酬の支給に関する事項
7 前各号に掲げるもののほか、財産目録等（公益信託法第20条第4項に規定する財産目録等をいう。以下同じ。）の作成、閲覧、備置き及び提出に関する事項
8 行政庁による報告徴収及び立入検査に関する事項
9 信託の終了時の最終計算及び残余財産の帰属に関する事項
10 前各号のほか、本公益信託の目的を達成するために必要と認められる事項
２　受託者は、公益信託要項14「公益信託事務の委託」欄記載の公益信託事務を、以下の要件を充足する場合に第三者に委託することができる。
1 委託することが公益信託の目的に合致すること
2 委託先が委託された公益信託事務を的確に遂行できる者であること
３　前項に定めるほか、受託者は、公益信託事務の一部（軽微なものとして予め信託管理人の同意を得たものを除く。）について、信託管理人の同意を得て第三者に委託することができる。
４　受託者は、公益信託要項15「利益相反取引等」欄記載の取引に関して信託法第31条第1項各号に規定する行為及び第32条第1項に規定する行為を行うことができる。



[bookmark: _Toc223028850]〇　第14条（受託者の義務）……任意的記載事項
	第14条　受託者は、本公益信託の本旨に従い公益信託事務を遂行し、また、公益信託事務について善良な管理者の注意をもって処理しなければならない。
2　受託者は、固有財産及び他の信託財産と分別して本公益信託の信託財産を管理しなければならない。
3　受託者が、本契約及び法令に基づく任務を怠り、信託財産に損失が生じた場合については、信託財産に対し損失補てんをしなければならない。 
4　受託者は、信託管理人から公益信託事務の処理の状況に関し報告を求められたときは、報告しないことに正当な理由がない限り、その指示に従い報告を行う。
5　受託者は、本契約に定めがない公益信託事務や想定外の公益信託事務が生じた場合、信託管理人の同意を得て、当該公益信託事務の処理を行うものとする。



[bookmark: _Toc223028851][bookmark: _Hlk205972879]〇　第15条（受託者の辞任及び解任）……任意的記載事項
	（受託者の辞任及び解任）
第15条　受託者は、やむを得ない事情がある場合において、公益信託要項16「受託者辞任の同意権者」欄記載の者の同意を得て、辞任することができる。
2　受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある場合には、公益信託要項17「受託者解任方法」欄記載の方法にて受託者を解任することができる。
3　前2項の場合において、受託者であった者（以下「前受託者」という。）は行政庁に遅滞なく届け出なければならない。
4　受託者の辞任により受託者の任務が終了した場合には、前受託者は新たな受託者（以下「新受託者」という。）が公益信託事務の処理をすることができるに至るまで、引き続き受託者としての権利義務を有する。
5　受託者の解任により受託者の任務が終了した場合には、前受託者は、新受託者が公益信託事務の処理をすることができるに至るまで、引き続き、信託財産に属する財産の保管をし、かつ公益信託事務の引継ぎに必要な行為をしなければならない。
6　新受託者が就任したときは、前受託者は遅滞なく公益信託事務の計算を行い、信託管理人にその承認を求めなければならない。
7　信託法第64条第1項の規定により、信託財産管理者が選任された場合には、前受託者は遅滞なく、信託財産を信託財産管理者に引き渡し、信託財産管理者が公益信託事務の処理を行うのに必要な引継ぎをしなければならない。






[bookmark: _Toc223028852]〇　第16条（新受託者の選任等）……任意的記載事項
	第16条　法令または本契約の規定により受託者の任務が終了した場合、新たな受託者は公益信託要項18「新受託者」欄記載の者とする。
2　前項の場合において、前受託者又は新受託者は、行政庁に新受託者の選任に関する認可を申請しなければならない。
3　前受託者又は信託財産管理者は、前項に規定する新受託者の選任に関する認可後又は信託法第62条第4項に規定する裁判所による新受託者の選任後、遅滞なく、信託財産を新受託者に引き渡し、新受託者が公益信託事務の処理を行うのに必要な引継ぎをしなければならない。


[bookmark: _Toc223028853]
〇　第17条（信託管理人）……必要的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項
	第17条　本公益信託に、信託管理人1人を置く。なお、当初の信託管理人は公益信託要項19「信託管理人」欄記載の者とする。
2　信託管理人は、やむを得ない事情がある場合において、公益信託要項20「信託管理人辞任の同意権者」欄記載の者の同意を得て辞任することができる。
3　公益信託要項21「信託管理人解任請求権者」欄記載の者は、正当な理由があるときは、その合意により、信託管理人を解任することができる。
4　委託者（及び他の信託管理人）が現に存しない場合において、やむを得ない理由があるときは、受託者は、第19条に定める選考委員会の同意を得て信託管理人を解任することができる。 
5　前3項に基づき信託管理人が辞任又は解任した場合には、受託者は、行政庁に遅滞なく届け出なければならない。
6　信託管理人の任務が終了した場合は、公益信託要項22「新信託管理人」欄記載の者を新たな信託管理人（以下「新信託管理人」という。）とする。なお、委託者が現に存しない場合において、前信託管理人が新信託管理人を選任できない事情があるときは、受託者が公益信託要項23「受託者による新信託管理人の選任方法」欄記載の方法で、新信託管理人を選任することができる。
７　前項に基づき新信託管理人が選任された場合において、受託者は、行政庁の認可を申請しなければならない。
8　信託管理人の任務が終了した場合（死亡した場合を除く。）において、第6項の新信託管理人に関する変更認可があり、就任したときは、前信託管理人は、遅滞なく、新信託管理人がその事務の処理を行うのに必要な事務の引継ぎをしなければならない。
9　信託管理人の公益信託報酬は全てが信託管理人の手当であり、その額は公益信託要項24「信託管理人の報酬」欄記載の金額とする。
10　受託者は、信託管理人に対し、任務を遂行する上で合理的に必要な調査費、交通費等の費用を支払うことができる。


[bookmark: _Toc223028854]
〇　第18条（信託管理人の職務・権限）……必要的記載事項
	[bookmark: _Hlk219459288][bookmark: _Hlk187066683]第18条　信託管理人は、法令に定める次の権限を行使する。
1 公益信託規則第44条に定める財産目録等の承認の権限
2 信託法第31条第２項第２号に定める受託者の利益相反行為に係る承認の権限
3 信託法第32条第２項第２号に定める受託者の競合行為に係る承認の権限
4 信託法第57条第1項に定める受託者の辞任の申し出に対する同意の権限
5 信託法第149条第１項又は第2項に定める信託の変更の合意の権限
6 前各号のほか、公益信託法第33条第3項において読み替えて適用する信託法により受益者の権利と定められた同意、承認、請求等に係る権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限
2　前項に定めるもののほか、信託管理人は、本契約に基づく次の権限を行使する。
1 第6条の2第4項に定める基金の重要事項についての同意
2 第7条第2項および第3項に定める上場株式の信託または追加信託に関する同意
3 第8条第3項に定める上場株式の取得についての同意
4 第8条第4項及び第5項に定める上場株式の株主権の行使に関する同意
5 第9条第1項第8号に定める信託財産からの費用の支出に関する同意
6 第13条第3項の公益信託事務の一部の第三者への委託に関する同意
7 第19条第3項に定める選考委員会の委員の委嘱並びに第21条第2項及び第4項に定める選考委員会の委員の任期に係る意思表示及び解任についての同意
8 第25条第3項定める事業計画書等の承認及び第26条に定める信託帳簿等の承認
9 資金調達や設備投資（事業計画に記載されない場合）、重要な財産の処分の同意
10 第28条第2項に定める規程の制定及び改廃の同意
11 受託者の報酬に関する事項
12 信託の終了及び清算に関する事項
3　信託管理人は、受託者が本契約又は法令に基づく任務を怠り、信託財産に損害を与えた場合若しくは変更が生じた場合においては、当該損失のてん補又は原状の回復を請求するものとする。
4　信託管理人は、受託者が本契約若しくは法令の定めに違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合においては、当該行為をやめることを請求するものとする。
5　信託管理人は、前各項に定める権限を行使するために必要な場合には、公益信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況等について、受託者から報告を求めることができる。
6　信託管理人は、本契約に定める職務及び権限を有するほか、公益信託の目的の達成のため、受託者に対して公益信託事務の実施方法に係る改善について助言することができる。



[bookmark: _Toc223028855][bookmark: _Hlk205984046]〇　第19条（選考委員会及び選考委員）……相対的記載事項、任意的記載事項
	[bookmark: _Hlk187066769]第19条　受託者は、本公益信託に、公益信託要項25「委員会」欄記載の委員会（以下「選考委員会」という。）を、公益信託規則第１条第13号に定める「合議制の機関」として設置する。
2　選考委員会の委員（以下「選考委員」という。）は、公益信託要項26「委員定数」欄記載の人数で構成する。
3　選考委員は、受託者が、本公益信託の目的に関し学識経験又は実務経験を有する者のうちから、信託管理人の同意を得て委嘱する。なお、当初の選考委員は、公益信託要項27「当初委員」欄記載の者とする。
4　選考委員に占める委託者、受託者又は信託管理人の親族等特別利害関係者の割合は、各々について選考委員総数の3分の1以下とする。
5　選考委員は、互選で選考委員長を定める。
6　選考委員の報酬は公益信託要項28「選考委員報酬」欄記載の金額とする。また、受託者は、選考委員に対し、信託財産から調査費、交通費等その任務を遂行する上で必要な費用を支払うことができる。



[bookmark: _Toc223028856]〇　第20条（選考委員の職務及び権限）……相対的記載事項
	第20条　選考委員会は、受託者が第6条第1項に定める公益事務に係る奨学金の給付対象者の選考を行うに際し、第24条第3項の規定により、受託者に対し、意見を述べる。
2　前項に規定するもののほか、選考委員会は、受託者の諮問に応じ、本公益信託の公益事務の実施につき、必要と認める事項について助言する。



[bookmark: _Toc223028857]〇　第21条（選考委員の任期、更新等）……相対的記載事項、任意的記載事項
	第21条　選考委員の任期は、公益信託要項29「選考委員の任期」欄記載のものとする。ただし、補欠又は増員により選任された選考委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2　選考委員の任期満了日の1か月前までに、選考委員又は受託者のいずれか一方から他方に対して、書面による任期満了の意思表示がない限り、任期はさらに公益信託要項30「選考委員の再任期間」欄記載の期間延長されるものとする。ただし、信託管理人が反対の意思表示をしたときはこの限りではない。
3　選考委員は、任期中においても受託者に対し辞任を申し出て、辞任することができる。
4　選考委員が次の各号に該当するときは、選考委員の3分の2以上の議決の上、信託管理人の同意を得て、受託者がこれを解任することができる。
1 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 職務上の義務違反その他選考委員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
5　選考委員が死亡又は辞任し、又は解任された場合は、第19条第３項の規定により、新たな選考委員を選任するものとする。ただし、当該選考委員を除く選考委員の人数が第19条第２項に規定する員数を満たしているときは、この限りでない。
6　選考委員は、第4項の規定により辞任した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。ただし、当該選考委員を除く選考委員の人数が第19条第2項に規定する員数を満たしているときは、この限りでない。



[bookmark: _Toc223028858]〇　第22条（選考委員会の招集・決議等）……任意的記載事項
	第22条　選考委員会は、毎年１回以上開催し、第19条第５項に定める選考委員長が招集する。
2　選考委員長は、必要があると認めるときは、臨時に選考委員会を招集することができる。
3　選考委員長は、受託者から会議に付議すべき事項を示して請求があったときは、臨時に選考委員会を招集しなければならない。
4　選考委員会の議長は、選考委員長がこれに当たる。
5　選考委員会の決議は、この信託契約に別段の定めがある場合を除くほか、総選考委員のうち公益信託要項31「定足数」欄記載の者が出席し、出席した選考委員の過半数をもって決するところとする。
6　やむを得ない理由のため選考委員会に出席できない選考委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合、表決に係る書面を提出した選考委員は、当該議案に係る選考委員会に出席したものとみなす。
7　議案に特別の利害関係を有する選考委員は、当該議案に係る議事については、参加してはならないものとする。
8　選考委員会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1 選考委員会の開催日時及び場所
2 選考委員の現在の数
3 選考委員会に出席した選考委員の氏名
4 審議事項及び議決事項
5 議事録署名人の選任に関する事項
9　議事録には、公益信託要項32「署名人」欄記載の者が署名しなければならない。
10　議事録の保管は、選考委員会の開催日から10年間とする。



[bookmark: _Toc223028859]〇　第23条（信託事務年度）……必要的記載事項
	第23条　本公益信託の信託事務年度は、毎年公益信託要項33「信託事務年度」欄記載の始期の日に始まり、翌年（又は同年）公益信託要項33「信託事務年度」欄記載の終期の日に終了する。ただし、公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度については、第10条第2項に定める本信託の効力発生の日からとする。



[bookmark: _Hlk213746523][bookmark: _Toc223028860]〇　第24条（公益信託事務の処理の方法）……必要的記載事項
	第24条　受託者は、次に掲げる事項により、第６条第1項に定める公益事務を遂行するものとする。
1 受託者は、毎年、事業計画書において募集方法、給付対象者数、給付金額及び給付方法等の公益事務の計画を定める。
2 受託者は、事業計画書に従い、募集要項を策定して事業計画書に定める学校に送付するとともに、ホームページ等において公表する。
3 受託者は、事業計画書に従い、応募者の中から選考委員会の意見に基づき給付対象者を決定する。
4 給付対象者は、募集要項に定めるところにより、学業成績表及び生活状況報告書等の提出を義務付けるものとする。
5 受託者は、前項の書類を確認し、募集要項に定める非違行為があった場合には、選考委員会の意見を聴いたうえで、給付金の返還を求めることができるものとする。
6 受託者は、公益信託事務によって得た個人情報については、第28条に基づき別に定める規程に従い適切に管理する。
7 前各項に定めるほか、受託者は、事業計画書及び収支予算書に従い、公益信託事務を遂行する。



[bookmark: _Toc223028861]〇　第25条（事業計画書及び収支予算書の作成・提出等）……必要的記載事項
	第25条　受託者は、毎信託事務年度開始前日までに、当該信託事務年度における公益信託規則第39条第1項に規定する事業計画書、収支予算書及びその他の書類（以下、総称して「事業計画書等」という。）を作成し、行政庁に提出しなければならない。ただし、初回の信託事務年度の事業計画書等については、本公益信託の認可申請にあたり定めたところによるものとする。
2　受託者は、事業計画書等（これを変更する場合を含む。）については、理事会の決議によって決定する。
3　受託者は、事業計画書等（これを変更する場合を含む。）ついて、信託管理人の承認を得なければならない。



[bookmark: _Toc223028862]〇　第26条（財産目録等の作成・提出）……必要的記載事項
	第26条　受託者は、毎信託事務年度経過後３か月以内に、前信託事務年度に係る次に掲げる書類（以下、総称して「財産目録等」という。）を作成し、信託管理人の承認を得て、行政庁に提出しなければならない。
1 公益信託法第20条第２項各号に規定する書類（公益信託規則第40条第1項各号に規定する書類を含む）
2 合同命令第18条第１項に規定する公益信託の信託帳簿
3 合同命令第24条第2項に規定する貸借対照表、損益計算書及び信託概況報告並びにこれらの附属明細書
[bookmark: _Hlk197591750]2　受託者は、前項に定める財産目録等の作成については、公益信託要項34「計算方法」欄記載の方法に従うものとする。
3　受託者が、第1項に定める書類を作成するに当たっては、監事監査を受け、理事会の承認を得なければならない。
4　受託者は、第1項第3号に定める信託概況報告において、基金の状況等を明らかにした基金明細書を記載しなければならない。基金明細書の作成については、基金規程に従うものとする。
5　受託者は、基金明細書の写しを作成した日の属する信託事務年度の翌年度の開始の日から５年間、受託者の事務所に保存することとする。



[bookmark: _Toc223028863]〇　第27条（書類の備置き及び閲覧等）……任意的記載事項
	第27条　受託者は、公益信託要項35「閲覧場所」記載のところに、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。
1 本契約書及びこれに附属する書類
2 第25条に定める「事業計画書等」
3 第26条に定める「財務目録等」
2　前項第２号の書類は、当該信託事務年度の末日まで、同項第３号の書類は5年間、第１号の書類は信託の清算の結了の日までその事務所に備え置き、受託者の業務時間内において、一般の閲覧に供さなければならない。



[bookmark: _Toc223028864]〇　第28条（関連諸規程の制定及び改廃）……必要的記載事項
	[bookmark: _Hlk187067825]第28条　受託者は、本公益信託の公益信託事務の処理に係る規程を別に定めることができる。
2　前項に定める規程の制定及び改廃は、受託者が信託管理人の同意を得て、行うものとする。



[bookmark: _Toc223028865]〇　第29条（公益信託報酬）……相対的記載事項
	第29条　受託者は、公益信託報酬として毎信託事務年度末又は信託の終了又は受託者の任務の終了のときに、公益信託要項36「公益信託報酬」欄記載の金額及び消費税（地方消費税を含む。）を信託財産の中から収受する。
2　公益信託報酬に対応する期間が12か月に満たないときは月割計算とする。なお、第17条第9項に定める信託管理人の報酬も同様とする。
3　前二項に定めるほか、公益信託報酬については、受託者が信託管理人の同意を得て定める公益信託報酬の支払い基準において定める。



[bookmark: _Toc223028866]〇　第30条（公益信託の変更等）……任意的記載事項
	第30条　受託者は、本公益信託について信託の変更又は信託の併合若しくは分割（以下「公益信託の変更等」という）をする必要が生じた場合には、公益信託要項37「信託変更の同意権者」欄記載の者の同意を得て、かつ、行政庁の認可を受けて、これをすることができる。
2　前項にかかわらず、公益信託規則第11条に規定する軽微な変更に該当する場合においては、公益信託要項37「信託変更の同意権者」欄記載の者の同意を得て、公益信託の変更等をすることができる。この場合、行政庁に対して公益信託の変更等を行った旨の届出を遅滞なく行うものとする。



[bookmark: _Toc223028867]〇　第31条（信託の終了等）……任意的記載事項
	第31条　本公益信託は、委託者及び信託管理人の合意により終了することができない。
2　本公益信託は、次のいずれかに該当する場合には、終了する。 
1 信託目的が達成されたとき、又は達成が不能となったとき
2 信託財産が消滅したとき、又は公益信託要項38「終了事由」欄記載の事由が生じたとき
3 受託者又は信託管理人が欠けた場合であって、新受託者又は新信託管理人が就任しない状態が1年継続したとき（当該期間が経過する日において新受託者又は新信託管理人の選任に係る申請の処分がされていない場合は、当該認可を拒否する処分があったとき）
4 前3号に規定する場合のほか、信託法第163条第4号から第8号までに掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき
3　前項のほか、本公益信託は、公益信託法第30条第1項又は第2項の規定により行政庁が公益信託認可を取り消した場合に終了する。
4　前2項の場合、受託者は、委託者（存在している場合に限る）、信託管理人及び選考委員会に報告しなければならない。
5　本公益信託が終了した場合（信託法第163条第5号による終了を除く。）において、受託者（同条第7号による終了の場合は、破産管財人）は、遅滞なく、行政庁に届けなければならない。



[bookmark: _Toc223028868][bookmark: _Hlk206061618]〇　第32条（残余財産の帰属）……必要的記載事項、任意的記載事項
	第32条　本公益信託の帰属権利者は、公益信託要項39「帰属権利者」欄記載の者とする。
2　清算受託者は、前条に規定する公益信託の終了の日から３か月を経過したときは、遅滞なく、残余財産の給付の見込みを行政庁に届け出なければならない。当該見込みに変更があったときも、同様とする。


[bookmark: _Toc223028869][bookmark: _Hlk206061638]〇　第33条（最終計算及び信託財産の交付）……任意的記載事項
	第33条　清算受託者は、第31条の規定により信託が終了した場合には、基金の重要事項の決定手続を行い、信託管理人の同意を得て、基金に属する上場株式の売却を行い、売却代金および基金に属する金銭の全額を、国または地方公共団体に寄附する。
2　清算受託者は、前項の基金の清算を行った後、基金に属さない金銭について清算を行って、速やかに最終計算書を作成し、信託管理人及び帰属権利者の承認を得なければならない。
3　清算受託者は、信託終了の際に残余財産があるときは、信託管理人の承認を得て、前条第1項に規定する帰属権利者に遅滞なく交付しなければならない。
4　清算受託者は、公益信託の清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。



[bookmark: _Toc223028870]〇　第34条（守秘義務）……任意的記載事項
	第34条　委託者、受託者、信託管理人及び選考委員は本公益信託の事務に関して知り得た個人情報その他の秘密情報については適切に管理するものとし、守秘義務を負うものとする。
2　前項の定めにかかわらず、①法令又は行政官庁若しくは自主規制機関等の要請により必要とされる場合、②本契約に定める公益信託事務の遂行に必要な場合、③その他当該秘密情報に係る相手方の同意を得た場合において、法令に抵触しない範囲内で、必要最小限度の秘密情報を開示できるものとする。



[bookmark: _Toc223028871]〇　第35条（引用条文等の変更）……任意的記載事項
	[bookmark: _Hlk187073302]第35条　法令改正により、この信託契約にて引用する法令等の条項番号等に変更が生じた場合には、改正後の条項番号に自動的に読み替えられるものとする。



[bookmark: _Toc223028872]〇　第36条（管轄裁判所）……任意的記載事項
	[bookmark: _Hlk187073345]第36条　本公益信託に関し訴訟の必要が生じた場合には、公益信託要項40「管轄裁判所」欄記載の裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
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